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1．はじめに

　わが国のクレジットカードの起源は，昭和24年，京都の専門店会が発行し

たチケットにあるとされている。その後，昭和30年代の半ばに百貨店や銀行

系列のクレジットカード会社が相次いで設立され，日本経済の成長と共にク

レジットカード（本稿では文脈の上で単にカードと略すことがある）は大衆

社会の支払手段の一つとして着実に浸透してきた。

　表1は，わが国のカードの発行枚数を業態別に見たものである。それによ

れば，平成5年3月末の時点で2億1，000万枚を超えており，昭和58年度末

の3倍弱に達している。その大宗は，銀行系列のクレジットカード会社（そ

のフランチャイジーとしての銀行のカード子会社も含む）と信販会社，流通

業界で構成されている。こうした大量かつ急速なカードの普及は，わが国で

は消費者の自主的な選択の結果というよりも，むしろこれら企業側の主導の

下に行われたと言ってよい（1）。

　たとえば，銀行にとってカードは昭和50年代の半ばまでは周辺業務の位置

づけにあり，系列のカード会社を通じる顧客サービスの一つに過ぎないもの

であった。それが昭和57年の『銀行法』の改正以降，付随業務となりカード

子会社を相次いで設立して近年は積極的に会員の募集に努めてきた。50年代

表1　わが国におけるクレジットカードの系列別発行枚数 （単位：万枚，％）

系列名 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度3年度 4年度

銀　行　　系 2，198 2，620 2，926 3，343 3，685 4，746 5，718 6，840 7，619 8，135

信　販　　系 2，561 3，095 3，563 4，008 4，478 5，089 5，515 5，822 6，162 6，415

流　通　系 1，362 1，691 2，136 2，461 2，720 3，268 4，001 4，465 4，960 5，302

メーカー系 429 419 290 394 431 550 603 706 753 766

中小小売商団体 441 445 445 445 460 474 491 526 543 539

石　油　系 352 366 7
2
8

3 320 255 235 190 276 206 222

そ　の　他 39 47 62 65 72 85 94 61 57 73

合　　　　計 7，381 8，683 9，705 11，036 12，101 14，447 16，612 18，696 20，300 21，452

（出所）日本クレジット産業協会
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の末から60年代にかけて従来の姿勢に変化が生じたのは，当時の金融の自由

化や国際化といった金融構造の変化が底流にある。企業の資金調達手段が多

様化し銀行離れが進む中で，多くの銀行はリーテイルの強化を戦略上の重要

課題としたのである。給与の振込や預金，各種のローンなど銀行顧客の金融

取引の全てを取り込む“家計のメインバンク化”を目指す銀行にとって，ク

レジットカードは生きた顧客情報を入手できる最適なものであった。

　流通業においても同様である。カードは百貨店において，従来は自社の月

賦販売の一手段，または上得意客を対象とするお帳場制度の近代的な装い程

度にしか見なされていなかった。ところが近年，百貨店は個人顧客の生活全

般に関わりを持とうとする戦略上の観点から，カードの情報機能に注目する

ようになった。カードを介して一般の個人顧客データを収集し，それを通信

販売に生かそうとしたり，キャッシングや各種のローン，保険や資産の運用

等の便宜を図ろうというのである。

　また信販会社においては，個品割賦の高コストや多発するトラブルの回避，

企業イメージの向上などを目的として，さらにはクレジットカードによるキャッ

シングの収益性に注目して，50年代の後半にはカードを用いた総合割賦へと

戦略の重点を移すようになった。そしてバブル期に経営多角化の動きなども

あったが，今日またカード重視の戦略に本腰をいれている。

　このような急成長の結果，クレジットカードはさまざまな軋礫を社会にも

たらしている。その利用の容易さは多くの便宜を生むと同時に，また多くの

社会的費用を課している。多重債務や自己破産の問題，盗難・偽造カードや

名義貸しといったカード犯罪など，消費者保護と業界の健全化の観点から早

急に解決を要する事柄が山積している。本稿ではクレジットカードにまつわ

るトラブルについて，その法的な性質や経済学的な接近方法，そして現状の

対策の一端など，現在までの研究のポイントをまとめておくこととする。
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2．クレジットカード犯罪の法的性質

（1）カード犯罪の類型と被害状況

　クレジットカードに関わる犯罪は，取引の各段階や取引主体によって分け

ることができる。表2は，こうした犯罪の類型を示したものである。これら

は従来から見られたものや近年になって生じてきたものもある。

　カード犯罪の被害状況については，警察庁のレポートによって知ることが

できる。表3は，その犯罪件数や被害額を時系列で表したものであり，表4

は犯行を類型によって見たものである。ただ，これらはカード犯罪の被疑者

が特定され捜査されたものの数値であり，実際の犯罪の氷山の一角に過ぎな

い。かかる犯罪は，その立証が困難であることや，時に保険でカバーできる

ことなどから，企業は警察へ被害届けを出さないことが多いのである。業界

側の内部資料から詳細な犯罪手口や犯罪件数を知ることができるが，新たな

犯罪の誘発や利用者側の混乱を招くなどの理由から実際の公表は差し控えら

れている。

　ことに最近の特徴として，加盟店や零細な金融業者，買取り屋，コーチ屋

等が組織的に関与し，手口も巧妙となり広範囲にわたって多数の消費者に被

害をおよぼしていることが報告されている。さらには，近年の海外旅行ブー

ムによって，海外でカードを利用する邦人が急増しており，海外でのカード

の盗難や番号の盗用から被害に会うケースも少なくない。また海外のカード

偽造団やマフィア等がわが国に進出し，わが国のオーソリゼーションシステ

ムの不備をついた犯罪も起こるようになった（2）。

　ここでは，かかる犯罪の刑法上の要件についてまとめておくこととする。

ただ，クレジットカードのトラブルについては，事後的な責任の所在の方が

問題は大きいのだが，そうした民事上の扱いについては別の機会に検討する

ことにしよう。
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表2　クレジットカード犯罪の類型

カード入手時
虚偽の入会申込み
カードの窃盗・強取・騙取（1）・拾得・喝取・偽造（2）・変造（3）

カード利用時 利用　モ襲1三ドよ噸　不1買回り

加盟店の不正τ盤灘繊碧怯乗罐用。売上伝票横流し（4）

代金請求時
カード会社に虚偽の盗難・紛失届け

虚偽の盗難・紛失届けによる保険金の騙取

※注（1）ここには書留郵便物騙取など，郵送途上の事例も含む。

　　（2）偽造とは，請求書等に記載された会員番号を用いた他人名義のカードを作成すること。

　　（3）変造とは，無効登録カードの磁気テープやエンボスを改窒したカードを作成すること。

　　（4）集団名義貸しとは，10人以上の不特定多数の個人から名前を借りて販売代金を騙取する

　　　　こと。名義冒用とは，無断で個人の名前を利用し販売代金を騙取すること。

表3　カード犯罪の推移 （単位：件，万円）

昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年

認知件数 6，070 5，618 6，251 6，195 9，596 7，056

検挙件数 6，132 5，586 6，625 6，270 10，205 7，216

検挙人員 542 498 473 595 739 763

被　害　額 36，605 40，871 46，789 62，287 83，212 50，726

表4　犯行の業態別状況 （単位：件，％）

検挙件数 構成比
自己名義カードを使用 422 5．8

窃取したカードを使用 2，478 34．4

拾得したカードを使用 1，553 21．5

強（喝）取したカードを使用 29 0．4

他人名義で不正取得したカードを使用 1，605 22．2

騙取したカードを使用 449 6．2

偽造したカードを使用 34 0．5

そ　　　の　　　他 646 9．0

計 7，216 100．0

（資料）　表3，表4共に警察白書
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（2）カード犯罪の構成要件

　現在，わが国のクレジットカードは塩化ビニール製のコアにオフセット印

刷またはシルクスクリーン印刷がなされ，オーバーシートで覆われた有体物

であり，物理的に管理可能な財貨である。それは支払い手段や借入れ手段と

いった利用価値を有し，財物であることを妨げない。したがって窃取・強取

・欺岡・騙取・横領等によってカードを入手し財産上不正の利益をえること

は財産犯罪とされる。ただし，カードに付けられている磁気テープ内の情報

は財物とは見なされていないが，後述するような形態で保護されている。

　またカードは，その券面の上に作成名義人の名前と登録符号が付与されて

おり，有効期限という一定期間持続的に存続することのできる状態で，経済

取引の意思や観念の表示がなされた物体である。つまり「文書」としての意

義を満たしており，なお且つそれが私人の権利義務や事実証明に関するもの

であることから「私文書」に相当する。したがって，クレジットカードは私

文書偽造罪の客体となる。ここで，磁気テープ内の情報については，昭和62

年の刑法改正によって電磁的記録不正作出罪（161条ノ2第1項）と不正電

磁的記録供用罪（161条ノ2第3項）が新設された。電子的方式や磁気的方

式等，人の知覚でもって認識できない方式で記録される情報を電磁的記録と

呼び，文書とは別の記録形態として保護されている。

　ただしクレジットカードは有価証券とはみなされない。それは権利義務に

関する文書であり，支払い指図の手段として銀行券や手形・小切手に類似し

た機能を果してはいるが，カードの移転によってそこに表示された会員資格

や名義人としての地位は同時に譲渡されないので，財産権を化体したものと

は見なされていないからである（3）。

　〔カード入手時の犯罪〕

　先ず，クレジットカードの入手時において，他人の氏名や印章，住所等を

使用して虚偽の入会申込をすれば，私文書偽造（159条）ならびに同行使罪

（161条），それによってカードを入手すれば詐欺罪（246条）にあたる。こ

こで他人の実在要件として，文書の名義が全く架空人のものであっても，そ
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れが一般に実在する人の真正に作成したものと誤信させる危険性があると判

断されれば私文書偽造罪が成立するされている〔4）。

　ただ，自己に関する虚偽の情報によって自己名義のカードを取得する場合，

詐欺罪を構成するかどうかは見解が分かれる。ここでは積極的な欺岡によっ

てカードを取得する場合，欺岡→錯誤→交付→騙取という要件にあたるがチ

それによって相手方であるカード発行会社に財産上の損害を与え，自己に財

産利益をもたらすといえるかどうかが問題とされる。

　肯定的な見解を支えるものとしては，将来財物を入手しうるクレジットカー

ドを取得することは，財産損害と同じような財産の危胎化をもたらすとする

ものである。一方，詐欺罪を否定する立場は次のような見解をとる。カード

会社はカード所持者に，カードによる財物やサービスを購入する権利を授与

しているにすぎない。また，占有されるカードの物質的価値は微小なもので

あり，カード会社にとってその財産価値は少ない。したがって，かかるカー

ド取得は可罰的財産損害を与えたとは見なされず一項詐欺は成立しない。ま

た，カードの清算額は利用時において発生するのであって，取得時において

は将来の不確実な抽象的危険が存在するに過ぎず，カード会社の全体財産に

具体的損害を与えてはいない。よって所持者もカード発行時に財産上の不法

な利益を取得しているとは見なされず，二項詐欺も構成しない（5）。

　次に，カードを発行会社に対する申込みによらず，窃取・強取・騙取・喝

取・拾得などで入手する場合である。当然，窃盗罪（235条），強盗罪（236

条），詐欺罪（246条），恐喝罪（249条），占有離脱物横領罪（254条）に

あたる。そしてクレジットカード自体は既述したように私文書と見なされる

ことから，その偽造・変造は私文書偽造罪が成立する。ただ，磁気テープの

偽造については，その文書性について見解が分かれていたが既述したような’

電磁的記録不正作出罪が成立するとされている（6〉。

　〔自己名義カードの不正利用〕

　次にカードの利用時の犯罪を見てみよう。まず，自己名義のカードが無効

であることを知りながら，加盟店から財物やサービスの提供を受けるのは，
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加盟店に対する詐欺罪を構成する。

　一方，クレジットの代金を支払う能力や意思がないことを隠し，自己名義

のカードによって加盟店から商品を入手することについては，加盟店に対す

る欺岡→錯誤の有無や財産的損害などについて，判例では見解が分かれてい

る。詐欺罪の成立を否定する判決の根拠としては，加盟店はカードの有効期

限や真偽のみを問題にするのであって，利用者の支払い意思・能力は考慮す

る必要がないのであるから，加盟店に対する欺岡行為は存在しない。したがっ

て加盟店は錯誤に陥って商品を交付したとはいえず，さらに加盟店は後日，

カード会社から代金の支払いを受けられるので財産上の損害もない。したがっ

て詐欺罪は成立しないという見解である（7〉。

　詐欺罪を肯定する判例は次の論拠に立っている。カード利用の基礎には加

盟店と会員との売買契約にもとづく債権債務の関係があり，その決済は一時

的にカード会社によって加盟店に立替え払いされるにすぎない。すなわち，

クレジットカードは会員による支払いの意思と能力を加盟店に対して黙示的

に表明しているのであって，利用者がそれらを装うことは欺岡行為にあたる。

そして支払い意思と能力のない者には加盟店はカード取引を拒むべき信義則

上の義務をカード会社に対して負っているのであり，時にはカードによる販

売を拒否できる。したがって，欺岡がなければ商品の交付がなかったと解さ

れ，商品の占有が加盟店から奪われることを財産上の損害としている。かく

て欺岡，錯誤と商品交付との問には因果関係が認められ，加盟店に対する一

項詐欺が成立するとしている（8）。

　〔他人名義カードの不正利用〕

　他人名義や架空名義のカードを不正に取得し，それを使用して財物やサー

ビスを入手した場合，詐欺罪が成立することに見解の対立はない。ただここ

で，単にカード名義の冒用をもって形式的に欺岡とするには無理がある。真

正名義人の了解の下にカードを借受けて利用した場合，実質的な財産の損害

もその危険も生じることがないのに詐欺の未遂や既遂とされるかもしれない。

そこで欺岡の根拠は，他人名義の形式的な冒用にあるのではなく，代金支払
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いの意思と能力があるかのように装ったという実質的な冒用という点におか

れるべきとされている（9〉。

　また預けたカードが本人の知らぬ間に不法に利用された場合，被疑者の詐

欺罪とは別に，カードの真正名義人がカードを委託することについて，真正

名義人の単純横領罪（252条1項）が問われるかもしれない。衆知の通り，

クレジットカードの所有権はカードを発行した会社にあり，会員つまり真正

名義人はカードを貸与されているにすぎない。委託信任関係に基づいて占有

する「他人の物」を移転ずることは横領罪を成立させる余地がある。ただ，

カードの貸与は，カードによって購入される商品や引き出される現金を本人

が第三者に移転する代替であり，横領行為として不法領得の意思の発現とは

見なしえないとする見解が普通である。

　また他人名義や架空名義のクレジットカードまたは，偽造・変造した自己

名義のクレジットカードを利用してC　DやATMでキャッシングを行った場

合，詐欺罪については見解が分かれていた。代表的には，このような不正使

用の場合，欺岡→錯誤→交付→騙取という因果関係が成立しないので，詐欺

罪とはならず，窃盗罪にあたるというものであった（10）。しかし一方では，そ

うした機器は人問の意思行為の代行手段であり，カードの不正利用は機器を

通じて管理者を錯誤に陥らせ，処分行為者として財産を交付するのであるか

ら，詐欺罪として成立するという見解もある（11）。

　その後，昭和62年の刑法改正におけるコンピューター犯罪に関する規定の

一つとして『電子計算機使用詐欺罪』　（246条の2）が新たに設けられた。

本罪においては，不法利得の手段としての加害行為と財産上の不法利得とい

う結果の発生が構成要件となる。不法利得の手段とは，一つには電子計算機

に虚偽の情報，指令を与えて財産権の得喪や変更に不実の電磁的記録を作成

すること，また一つには，かかる電磁的記録を他人の事務処理用の電子計算

機において使用することである。そして不実の電磁的記録を利用して他人の

財産を処分すること（たとえば不正クレジットカードによる現金の引き出し〉

や，一定の債務の提供を受けること（偽造プリペイドカードの利用），また
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料金の支払いを免れること（年金ファイルの改ざん）などが財産上の不法な

利益の取得とされる（12）。

　〔加盟店の不正行為〕

　加盟店が個人の名義を無断で借用し，架空の備品割賦の契約書やカードの

売上伝票を作成してカード会社に送付すること，またカード屋の介在の下に

加盟店の売上伝票を加盟店契約できない店舗・企業に横流しして売上として

計上することなどは，私文書偽造罪とその行使罪，カード会社に対する詐欺

罪の構成要件となる。

　利用者が加盟店の従業員を抱き込み，不正使用を黙認させることも同様で

ある。

3．カードトラブルヘの経済学的接近

　クレジットカードに関連した問題を扱うとき，経済学的には少なくとも二

つの側面から眺めることができる。一つは，その産業の特性から生じた問題

として処理するものであり，』もう一つはそこで取引される商品の特性や利用

する消費者の特性から生じてくるものである。

（1）産業の視点で眺めたカードトラブル

　前者の点から扱われる問題の代表例としては，業界はクレジットカードを

何故これほどまでに普及させてきたのかということである。既に述べたよう

に，わが国のカードの普及は，消費者側の強い需要に応えた結果というより

は，業界側の主導によるものであったことはよく知られている。導入当初の

会員資格は，年収や社会的地位，持ち家の状況など，かなり厳しく制限され

ていた。それが次第に緩和され，また申込み内容についても十分な審査のな

いままに発行されているのが現状である。クレジットカードの安易な発行は

本人の濫用とカード漬けを生み，また盗難や偽造・変造などの犯罪を招くこ

とは容易に推察できることであった。
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　本来，クレジットカードの業務は，会員や加盟店に関する大量のデータ処

理が必要になる。大型のコンピューターの導入とシステム開発を済ませて，

はじめてカード発行会社としてスタートすることができる。カードの業界は

言わば装置産業であり，初期投資から生じる固定費用は大きい。一方，調達

する営業資金の金利は高度成長期から今日まで概ね低い水準で推移してきた

し，また会員や加盟店募集に要する費用は，関連企業や従来の得意先を生か

すことで大きく軽減できた。たとえば，銀行系のクレジットカード会社の会

員募集は，関連の銀行窓口や銀行員の渉外活動で行われ，流通系は自店の店

頭で，信販会社は従来の個品割賦の契約店舗の店先にカードの申込み書を置

くといったぐあいである。したがって会員や加盟店を増やすこと，つまり取

引件数を増やせば増やすほど，一件当たりの平均費用は逓減していったと考

えられる。

　しかもクレジットカード取引に対する需要は少なく，一回払いに利用され

るのであれば金利はゼロ，手数料は同一の年会費のみという低価格であっ

た（13）qさらに加盟店手数料は，ほぼ一律数％であったから，カード会社の限

界収入は一定，または僅かな右下がりであったと見なされる。図1は以上の

関係を例示したものである。

　　　図1　カード会社の収入と費用

費
用
・
収
入

r　O

平均費用

限界費用

限界収入＝

　平均収入

　　　　　　Nl　　　　　　　　　　　　　　N2　　　　取扱件数

※　ここで限界収入は主に会員の金利・手数料と加盟店の販売手数料からなる
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　こうした費用逓減産業において，通常，需要の規模の小さい段階では限界

費用にもとづく価格付けは企業に利益をもたらさないことが知られている。

図1のN1点では平均費用が平均収入を上回っていることが示されている。

こうした場合，カードの取扱件数を増やせば増やすほど，すなわち会員・加

盟店が多ければ多いほどカード会社の利益は増大していく。結局，利益を極

大にできるN，点に到達するまで取扱件数（それに応じた会員や加盟店）を

増やすことが企業としての最適な行動になる。しかも実際には，カード会社

は立上り時の投資の他に次々とハードやソフト関連の投資を繰り返しており，

費用曲線は右へのシフトを続けていたはずである。

　次に，クレジットカード会社はなぜ一回払いの取引については金利を徴収

してこなかったのだろうか。先に述べたように，この業界には大きな固定費

用が存在し，参入は容易ではないが（14），先発のカード発行会社と提携してカー

ドを出している多くの業種や企業がある。自らは会員の募集だけを行い，自

社名の入ったカードの印刷・発行からオーソリゼーションや回収リスクの負

担まで全てを代行してもらうのである。国内のカード市場はかなり競争的で

あると見なしてもよいだろう。自社カードを発行する大手の企業は自ら金利

・手数料の水準を決める価格設定力があるとされるが，それでも金利・手数

料の変更は，公定歩合をはじめとする金融市場の金利動向と他社の動きを考

慮したものとなる。市場の金利体系に変更のないとき，金利・手数料を上げ

ても他社は追随せず，自社のカード利用率を下げ売上低下を招くかもしれな

いo

　いま，価格設定力をもつ大手のカード発行会社AとBの2社があるとする。

ともに自らの価格戦略は相手方の戦略に依存している。表5は標準形の非協

力ゲームの簡単な例である。括弧の中は（Aの利益，Bの利益）を意昧して

いる。AとBが同時に金利・手数料を値上げすれば，双方とも20ずつの利益

をあげることができる。ところが自社だけが引き上げた場合，顧客は相手方

に逃げて自社の利益は5，相手の利益は30となる。現状を維持すれば，それ

ぞれ10の利益が確保できる。ここでは明らかに現状を維持することが支配戦
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表5　カード会社の価格戦略ゲーム

B社の戦略
H　値上げ L　現状維持

A社の戦略
H　値上げ （2020） （530）

L　現状維持 （30　5） （1010）

略略であり，L・Lという組合せがナッシュ均衡となる。

　クレジットカードの業界では，こうした囚人のジレンマに長く支配されて

いる。たとえ一回払いであっても，カード会社は会員に立替え払いのサービ

スを提供したのであり，適正な料金を徴収すべきであった。実質的に値引き

販売を続けてきたことから適正な利潤が確保できず，結果としてカードの発

行枚数すなわち会員数の増加による薄利多売に頼ることとなったのである。

（2）取引上の特性から見たクレジットトラブル

　〔商品の特性〕

　カードのもたらす問題の根本的な原因の多くは，クレジットという商品の

取引に内在する特性にあるといってよい。一般に銀行や保険等の金融取引に

おいては，情報の非対称性が著しいのが特徴とされている。たとえば銀行の

提供する貸出資金といった商品については，その質や性格について利用者で

ある借り手は容易に認識することができる。ところが借り手の信用情報から

成り立つ将来の返済約束という商品については，貸し手である銀行は借り手

以上に詳しく知ることはできない。そこで借り手の中には，自己に不利な情

報を隠し，時には虚偽の情報を提供して利用を図る者が出てくる。

　このようなモラルハザード（道徳的危険）の発生について，また貸倒れに

ついても貸し手は十分見極める立場にはない。そこでその危険を考慮して良

質な顧客に対しても，本来のふさわしい水準よりも高い金利や手数料を課す

ことになる。その結果，優良な顧客は市場を敬遠して，貸し手から見れば避

けたいと思うような危険な借り手ばかりが市場に残る。いわゆる逆選択がこ

こに生じる可能性がある。
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　クレジットの取引においても同様，信用を供与する企業側は利用者に関す

る情報をその人以上に知ることはできない。そこで健全な利用者にたいして

も割高な金利・手数料が課される。それはグレシャムの法則に似て，良質客

を市場から駆逐するかもしれない。ところが，クレジットの取引においては

同じことが利用者の側から見ても起こりうる。一部の企業の提供するクレジッ

トサービスや資金については，返済の時点で思わぬトラブルを引き起こす危

険性がある。また，クレジット取引が継続的に行われるとき，相手側に蓄積

されていく自己情報が不正に利用されるかもしれない。利用者側が契約にあ

たって，そうした企業を識別するのは容易ではない。やがては，部分市場か

ら優良な信用供与者が駆逐されしまう。

　ここでは取引相手に関する不確実性がもたらす情報の非対称性ゆえの逆選

択が，二重に生じる可能性がある。極端な場合，それが同一の次元で生じる

とその市場では優良な利用者と優良な企業が姿を消し，お互いが相手にした

くないと考える相手しか残らなくなる。

　〔利用者の特性〕

　クレジットという商品の特性は以上のとおりである。次にそれを利用する

消費者の経済学的な特性を考えてみよう。消費者がクレジットカードを利用

する目的は，おおよそ次のようなものであろう。①今期の所得以上の消費を望

む場合。②現金の持ち運びから生じる煩雑さや危険性を避けるため。③割賦

返済が可能なカードであれば，大口の一時の支払いを小口の複数回の支払い

にするため。先ず①のような消費者について考えてみよう。

　いま，消費者は現在の消費C1と将来の消費C，から一定水準の効用Uを得

ていると考える。すなわち，

　　U＃＝U（C、，C2）　　　　　　　　　　　　　　　　［1］

の効用関数を持っている。全微分して次の関係を得る。

　　dC2／dC、＝一（∂U／∂C1）／（∂U／∂C2）　　［2］

左辺は現在消費と将来消費の限界代替率であり，一定の効用水準を維持する

ためには現在消費1単位の減少は将来消費の何単位でもって償われる必要が
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あるかを表している。右辺の分子は現在消費の限界効用を，分母は将来消費

の限界効用を意味する。現在の消費に高い効用を持つ消費者ほど［2］式の

絶対値は大きくなる。

　図2は2期間における貯蓄と消費の選択を表している。よく知られたこの

1．フィッシャーの図において，クレジットの可能性が生じるのは勾配の急

な無差別曲線群を持つ消費者の場合である。すなわち現在消費の限界効用が

高ければ高い消費者ほど図の予算線の右下方で接し，クレジットの利用額が

大きくなることが分かる。　（ここで，Y1，Y，は消費者の今期の所得と来期

の所得，C1，C、は今期の消費と来期の消費，Sは貯蓄選択者の均衡点，Lは

カード利用者の均衡点を意味している。）

　〔カード取引モデル〕

　以上のような取引と利用者の特性を踏まえて，クレジットカード取引にお

ける問題点を考えてみよう。先ず次のような簡単なモデルを考える（15）。カー

ド利用者は，現金の持ち運びの煩わしさをさけるためにカードを利用し（既

述した利用者特性の②のタイプ）危険回避的である。その効用水準は利用額

Lと返済額Rに依存する。これらの集合を無差別曲線として，

図2　貯蓄選択とカード利用選択
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　　U＊・＝U（L，R）　　　　　　　　　　　　［3］

と表す。ここで，効用の大きさは利用額の増加関数，返済額の減少関数とし

ておく。つまり（∂U／∂L）＞0，（∂U／∂R）＜0を仮定する。　［3］

式を全微分して，

　　dR／d　L＝一（∂U／∂L）／（∂U／∂R）　　　　　　　［4］

であり，仮定からこの右辺はプラス，よってd　R／d　L＞0，さらに危険回

避者の想定から2次の偏導関数はマイナスだから，クレジットカード利用者

の利用額と返済額に関する効用の無差別曲線は図3のように描くことができ

るq6〉。ここでは右方にいくほど効用は高い。

　次に，カード会社の立場からみれば，横軸はカード会社の信用供与額，縦

軸は回収額と読み変えることができる。ここでカードの利用者が何らかのト

ラブルを起こす，またその利用するカードに何らかの問題があるという危険

性を確率θで表すとしょう。100％安全な利用者は，θ＝0である。この場

合，カード会社は信用供与額と同じ金額の回収を確実に期待できる。図3の

勾配45。の実線R＝Lはそれを表している。カードの利用額（信用供与額）

は需給の一致したE点に決まる。

図3　100％安全なカード利用者の場合

カード返済額

　回収額

RE

R

R－L

一一＿一一＿一＿＿一＿一E

45。

LE カード利用額

信用供与額

L
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　ところが，実際には回収の危険な利用者も多く入り交じっている。いまカー

ド会社は比較的な安全な低いリスクの利用者グループと危険性の高い利用者

グループについて識別できるとしよう。常識的にはカード会社は危険中立的

であり，信用供与の回収の期待値を問題とすると仮定できる。それぞれの危

険性は過去の経験から，平均確率θ、とθ，であることが分かっているとする。

またθ、＜θ、の関係も継続しているとしておく。低リスクのグループに対す

る信用供与からカード会社が回収できる確率は（1一θ。）であるから，返

済の期待額はE（R）＝R（1一θ、）となる。カード会社が経営を維持して

いくにはE（R）≧Lでなければならないから，

　　R＝L／（1一θ、）　　　　　　　　　　　　　　　　　　［5］

がカード利用の供給線となる。危険グループについても同様である。また，

無差別曲線は危険グループの方が高い勾配を持つ。それは危険な利用者ほど

少しでも利用額が増えるなら返済額の大幅な増加もいとわない人々と見なせ

るからである。図4のaとbの図は二つのグループ市場の分離均衡（separat－

ing　eqilibrium）を表している。つまり，カード会社は低リスクのグループ

に属する会員にはL、の信用を，危険グループにはL2の信用を供与する。そ

して，それぞれの期待返済額はR1とR2となる。θ、＜θ。であるから，L、

とL，がほぼ同額なら，R1≦R、となるであろう。危険な利用者にはより多

い返済額が期待されること当然である・

　いま，低リスクの会員に対するカード会社の金利・手数料をr、とすれば，

回収額はRはR＝（1＋r、）Lとなる。これと［5］式から，

　　r。＝θ。／（1一θ。）　　　　　　　　　　［6］

を得る。つまり，カード会社は，金利・手数料を貸倒れの確率と回収の確率

との比率に等しく設定することが合理的となる。

　現実には，カード会社は低リスクの利用者と危険な利用者とを識別するこ

とはできない。そこで両者は図5のような同一の市場を形成することになる。

カード会社は利用者全体の平均的な貸倒れ率θ。しか知りえない。もちろん，

θ、＜θA＜θHの関係にある。均衡（pooling　equilibrium）におて供与され
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る信用額はL、，　期

待する回収額はR。

であり，それらは，

危険な利用者と低リ

スク利用者，そして

100％安全な利用者

の誰に対しても適用

される。この場合，

③の無差別曲線で示

される安全な利用者

は明らカ・にカードを

利用しないはずであ

る。図5にあるよう

に，③の縦軸の切片

はプラスの位置にあ

る。つまり，利用額

はゼロでも返済額が

あるといった，おか

しな状況のときに感

じる効用と同じレベ

ルだからである。

　かくて，均衡では

危険な利用者は割安

な，低リスクの利用

者は割高なサービス

R1

R2

　　図4　情報が正確な時の均衡

　　　　　　　　a：低リスタの利用者

　　　　　　　　　　　　R－L／（1一θL）

　　　　　　　　　　　　，ノ
　　　　　　　　　　　，ノ

澱／／一
　　ノ　　　　　　　　8

　　　　　』
・’・　45　1

　　1　　1　　　　　　　　　　　　L

R

R

L1

b：危険な利用者

R－L／（1一θH）

　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　巳　　　　　9　　　　　　　　，
　　　　　1　　　　　　　’
　　　　　馳　　　　　　ノ

　　　　　ノ
　　　　　♪
　　　　，　　　1

　，　　　　　　　　　　耳
　ノリも　　　　　　　　ロ　　じ

／　、　45　：
ノ　　　　　覧　　　　　　　　巳 L

L2

をうけている。前者には本来R。の返済が要求されるべきはずであり，また

後者にはR、の返済でいいはずだからである。情報が不確実なために，ある

グループが他のグループに負の外部効果を与えている。低リスクの利用者が
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①：危険な利用者の無差別曲線

②：低リスクの　　〃

③：安全な利用者　〃

　　L
LA

このことを知って市場から逃避するにつて，θ。の値は大きくなる。結局，

θA＝θ。となったとき，市場は全て危険な利用者だけとなり，カード会社は

相手にしたくない利用者だけを相手にするという逆選択の状況が生まれる。

4．トラブルの回避をめざして

（1）個人信用情報機関の交流

　クレジットカードに関わるトラブルは，情報制度の整備によって多くは回

避することができる。先ず，カード会員の申込みについて，不審なものは個

々のカード会社が自己のデータベースや本人への電話，面接，または個人情

報機関を使ってチェックしているが，虚偽や架空の申告を見分けるための完

全な方法は開発されていない。

　わが国の個人信用情報機関としては表6のような四つの全国組織がある。
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クレジットカードトラブルの法的性質と経済学的接近

ここで全銀協，C　I　C，全情連合の三つの機関の間では，3か月以上に及ぶ

延滞債務者等のブラック情報（事故情報）が交換されている（17）。ただ，各業

界にまたがって多数・多額の利用をする会員については，返済している限り

一それが自転車操業のようにキャッシングでやりくりしていても一その利用

残高をチェックすることはできない。ここに多重債務者の発生する原因があ

る。1994年の5月の時点では，無事故の利用データ，いわゆるホワイト情報

の交流は未だ行われていない（18）。

　業種の垣根を越えて全ての情報が交流されないのは，一つには優良顧客の

情報を他社・他業界に流すと顧客を取られるとの懸念があるからである。ま

た一つには，特に銀行系カード会社のように一回払いのカード利用が売上の

大半を占める業界では，たとえ残高情報をその月に登録しても，翌月には殆

ど引き落とされて残高がゼロとなる。そこで情報を収集・登録する費用に比

して，トラブル防止の効果は小さいと考える企業が少なからずあるからであ

る。

（2）カード不正使用の防止

　さらに，偽造，変造や盗難等の疑わしいカードは利用の時に加盟店がカー

ド会社に問い合わせてチェックしている。ところが現在（1994年5月），5

　　　　　　　　　　　　　し
万円未満の利用について加盟店はカード会社に問い合わせる，いわゆるオー

ソリゼーションの義務はない。5万円以下の利用は加盟店にとっては小額で

あり，電話でわざわざ販売の承認をうけることは煩わしくて費用が大きいと

見なされている。もちろん，全てのカード利用について瞬時に販売承認を受

けられるオーソリゼーションシステムが80年代の半ば頃から構築され始めて

はいた。オーソリゼーションと伝票発行の機能を兼ね備えたC　A　T（Credit

Authorization　Termina1）と呼ばれる端末を加盟店に設置し，その店頭とカー

ド会社のコンピュータrを結ぶオンラインのネットワークである。また，ほ

ぼ同じ時期に，百貨店等の大型店にあるP　O　S端末とカード会社のホストコ

ンピューターを結んでオンラインオーソリをおこなうホスト間接続（または
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P　O　S接続）も開始されていた。

　この二つのシステムネットワークを全国規模で接続するとき，カード会社

が各々自前のネットワークを構築するよりも，共通のものがある方が費用が

少なくてすむ。そこで，加盟店とカード会社の間に介在する専門のネットワー

ク機関として，N　T　Tの構築したC　A　F　I　S（Credit　And　Finace　Information

System）と日本アイビーエムのCATNET（Credit　ApPlication　Terminal

NETwork）が整備された。

　わが国のC　A　Tの普及は，1984年度に7，532台，それが1993年度末には13

万9，814台に増えている。しかし，全国で1100万店以上にのぼるカード加盟

店の数を考えると（19〉，これは十分な台数とはいえない。外国と比べても特に

設置コストが高いわけでもなく，台数は表7に見るように少ない方の部類

に入る（20）。今後，業界では96年度末までに16万台普及を目標にしている。

　また，フロアーリミットは5万円のままであり，それ未満の買い物につい

てC　ATを利用するか否かは加盟店の判断にまかされている。つまり，たと

えシステムが導入されていても，全ての買い物がオーソリをかけられている

わけではない。現在の業界の申合せによれば，1999年度末までにフロアーリ

表7　国別C　A　T端末設置台数と端末コスト比較（推計）　　　　　（93年3月現在）

国　　　名 推計設置台数 端末コスト フロアリミット

ア　メ　リ　カ 注11，500，000（台） 11～200（千円） 6，000～9，000（円）

イ　ギ　リ　ス 150，000 87～140 17，500～26，250

フ　ラ　ン　ス 200，000 110～200 0（全件オーソリ）

ド　　イ　　ツ 30，000 144～216 O（全件オーソリ）

香　　　　　港 10，000 25～200 各社まちまち

台　　　　港 6，000 25～150 各社まちまち

シンガポール 15，000 75～198 0（全件オーソリ）

日　　　　本 注2110，000 75－198 50，000・100，000

（資料）M　C　I調査レポート，ニルソンレポート等より推計。
（注1）　アメリカにおいてはカード会社，サードパーティ上位20社でE　D　C端末（G－

　　CAT〉あるいはPOS端末を約65万台設置している。したがって，残りはオー
　　ソリ専用端末がほとんどと推測される。
（注2）　G二CATは端末コストは8万円。日本において，PO　S端末を台数に加える
　　とおそらく200，000台の設置台数となろう。
（出所）　月刊『消費者信用』キンザイ，1993年6月号，25頁
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ミットを3万円に引き下げるというスケジュールが公表されている。

　次に，この従来のオーソリのシステムでは全く対処できない場合がある。

それは，有効期限や会員番号などカードの磁気テープの内容が盗まれ，かか

る情報が本人の知らないうちに別の所で（多くは外国）磁気テープに入力さ

れて新しいカードが作られてしまうケースがある。これについては次のよう

な対策が考えられている。まず本人の顔写真入りのカードを発行すること。

あるいは，銀行のキャッシュカードのように，利用の度に本人の暗証番号

（PIN＝Personal　Identification　Number）を打ち込むようにすること。そして

C　V　VやC　V　Cといった特殊コードをカードに入力し，会員番号や有効期限

を盗用して磁気入力しただけでは実際には使えないようなシステムを作るこ

とである。

　前の二つの対策は，カードの製造コストなど費用がかかること，そして通

信セキュリティの面などから，広範囲に普及するには検討の余地が多くある。

後者の場合は，すでに国際カード組織で導入されている。V　I　S　Aの特殊コー

ドはCVV（Card　Verification　Value），マスターのそれはCVC（Card

Validation　Code）と呼ばれ，80年代の末から磁気テープに入力されている。

そうした特殊コードはオーソリの時点でカード会社に送られ，磁気テープの

真贋をチェックする。

　ところがこれでもまだ十分ではない。一つには，わが国のクレジットカー

ドの磁気テープが表面と裏面の別種2つにわかれていることである。表面の

磁気テープには，日本国内の企業コード（JIS　I）が，裏面には世界共通の

I　S　O規格によるコード（JIS　l）が使われている。既述の特殊コードは当

然裏面にエンコードされ，表面のみを読み取る磁気リーダーの多い日本のオー

ソリシステムでは対応しきれていない。もう一つは特殊コードを入力した磁

気テープをそっくりそのままスキミングされると，手のほどこしようがない

ことである。後者については，I　Cカードの導入が切り札と言われているが，

その製造コストが相変わらず高いために業界は，そして消費者も，二の足を

踏んでいる。
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（3）加盟店の不正防止

　カード加盟店の不正をチェックするための組織的な対策として，加盟店総

合情報交換制度が考えられている。ここでは，名義貸し等の問題があった悪

質加盟店の情報を登録するセンターを設立し，必要に応じてカード会社の照

会に応えようというものである。現在，九州地区において実験的に稼働して

おり，状況をみて全国的に展開するものと予想されている（21）。

　ここのセンターには，加盟店名，住所，取扱商品といった属性清報，取扱

高，延滞状況等に急激な変化のあった時の情報，加盟店をめぐる消費者トラ

ブルが発生したときの消費者クレームの情報，名義貸しやその他の不正販売

が行われた場合の発生時期と不正内容に関する情報が登録される。

　カード会社は，関心をもった加盟店について，センターに蓄積された情報

を入手することや，センターを経由して他のカード会社に問い合わせて最新

の情報を手にいれることができる。加盟店からのカード代金の立替え払いの

請求時に，その金額・内容に関して一定の基準値に該当すれば，カード会社

は当該加盟店に関してセシターに照会する。もちろん新規の加盟店契約審査

や既存加盟店の継続審査にも活用できる。

　加盟店の関与した消費者トラブルは，個々の会社の対応では限界に達して

いることは業界も承知している。しかし，全国レベルでのシステムの構築に

ついてはためらいもある。それは，結果として優良加盟店の顧客リストも他

社に教えることになるのではないかという危惧と，そして業界全体で負担す

ることになる費用の大きさが障害となっている。

　さらに，センターという業界団体が加盟店の情報に関与することから，取

引制限や取引の公正という観点で問題が生じる可能性もあり，この制度と独

禁法との関わりも見逃せないことがらである。

5．結びにかえて

いつの時代にも，新しいメディアの登場は，これまでの社会制度との間に
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あつれきを引き起こしてきた。かつて自動車が急速に普及したとき，多くの

社会問題が生じた。多発する交通事故，排気ガスによる環境汚染等は未だ解

決の途上にある。それでも人々は自動車の利用を止めようとはしない。その

もたらす経済的な便益が費用を補って余りあるからである。クレジットカー

ドの普及もおそらく同様の文脈によって説明できる。自動車もカードも，い

まや無しでは済まされないほどに深く社会に定着してしまった。

　ただし，われわれの選択の結果は，常に自生的な進歩であると思い込むの

は軽率にすぎるだろう。単純な進歩主義や合理主義で彩るには，20世紀末の

現代はあまりに凸凹の多い社会なのだから。いうまでもなく，われわれの経

済活動は，社会という文化的秩序の中でいとなまれるのであり，それらを支

える関係の枠組みのなかで把握されて初めて理解することができる。

　カードにまつわるトラブルの中には，経済合理性の座標面だけでは捉えき

れない，多重債務や自己破産といった現象も多くみられる。トラブルの解決

には社会学や心理学からのアプローチも必要とされよう。実際，各種の研究

によれば，カード破産者となりやすいタイプの人々が存在するという。　（そ

うしたタイプにっいて種々の調査研究がなされているが，その結果の不正利

用の恐れが強いため，公表は多くが差し控えられている。）

　ただし，本稿で見てきたような問題の多くは，技術の進歩とそれに基づく

システムを導入することで解決の図れるものである。既述したような対策は

個々の企業や業種レベルでの対応だけでなく，業界全体でカード犯罪の防止

システムを導入する必要がある。これまでのところ，そうした対策がなかな

か進まないのは，費用対効果の観点から業界の側が躊躇しているからといわ

れている。カードトラブルから派生する費用を基礎に，対策のためのシステ

ム構築に拠出する費用対効果を見計らっているのである。カードの不正利用

は，結果として一部の悪質な経済主体が善良な主体に費用を転嫁することに

なり，健全なカード社会の形成を阻害する大きな要因となっている。業界は

もちろんのこと，行政，消費者も参加して早急に対策をたてるべきことは言

をまたない。
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註

※　本稿の作成にあたり，白鴎大学法学部・高内寿夫講師からいろいろとアドバイスを頂

　きました。ここに御礼を申し上げます。もちろん，残存するかもしれない誤りは，全て

　筆者の責任であります。

（1）　消費者側の理由については，流通産業研究所［13］，社会開発研究所編［17］が詳

　　しい。

（2）　アメリカのカード偽造団の存在については，すでに昭和50年代の初めにA・ヘンリ

　　ーの小説『マネー・チェンジャーズ』によって，わが国でも知られていた。カード犯

　罪の先進国の事例は業界で研究されてはいたが対策が十分ではなかった。

（3）カードの署名欄を書き換えて不正使用した事例について，クレジットカードは有価

　証券ではないので，有価証券偽造，同行使の罪には該当せず私文書偽造の罪が適用さ

　れるとした判例がある。～昭和49年6月21日東京地裁（収録書なし）。ここでの記述

　　は，長井圓［10］217頁参照

（4）　最判昭和28年11月13日刊集7巻11号2096頁。

（5）　ここでは神山敏雄［7］299頁参照

（6）　電磁的記録が文書にあたるかどうかについての見解は長井圓［10］213頁～217頁参

　照。

（7）　判例としては福岡地判昭和56年3月26日刑裁月報13巻8・9号36頁，名古屋地判昭

　和59年2月7日判例タイムズ544号269頁。ただこの二件は，その後の控訴審で原判決

　　は破棄され，詐欺罪が成立している。

（8）　判例としては，福岡高判昭和56年9月21日刑裁月報13巻8・9号35頁，名古屋地判

　昭和59年7月3日判例時報1129号155頁，東京高判昭和59年11月19日判例タイムズ544

　号251頁。

（9）　長井圓［10］234頁

（10）　札幌地裁昭和59年3月27日判決　判例時報116号143頁

（11）　C　DやA　T　Mを使ったクレジットカード不正利用については長井［10］224頁～228

　頁参照
（12）　電子計算機使用詐欺罪については大谷實［12］261頁～264頁を参照

（13）実際には2回払いとボーナスー括払いも金利はゼロとなっている。

（14）行政当局の規制としては，一回払いについては特に無かったが，カードの割賦販売

　　については厳しく制限が加えられている。銀行系のカード会社においても，リボルビ

　　ング取引は認可されているが，割賦販売の斡旋はゆるされていない。

（15）　ここでは奥野［11］，酒井［14］を参照。
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（16） この効用関数，U（L，R）の2階の偏導関数を求めると，

、、、・∂1箸Rlll鵬諺（許i暮（誰
d　R～ （劉 ①

を得る。これを行列式で表すと

1

（劉

∂2u ∂2u ∂u

∂R～

∂～u

（17）

（18）

∂L∂R
∂Zu

∂R

∂u

∂R∂L
∂u

∂L2

∂u

（19）

（20）

π

（21）

　　　　　　　　　　　万π　　　∂L　　　O　　　　　②

仮定より∂U／∂R＜0，また，効用Uは準凹関数と考えてよいから行列式の値は正

であり，したがってd2L／dRZは負であることがわかる。

　もっともこれは危険回避者の特性を厳しく解釈すれば成立する。先の∂U／∂L＞

0，∂U／∂R＜0の仮定に加えて，さらに∂z　U／∂L2＜0と∂2U／∂R～〈0も

想定する。すなわち，カード利用額が増えれば限界効用が増すが，その増し方は逓減

する。また返済額が増えれば限界効用は減少するが，その減り方はますます大きくな

る。さらに，∂Lと∂Rの交差の2階偏導関数も，マイナスと考えることも妥当であ

ろう。かくて，①式の分子は正となり，ポL／dR～＜0が成立する。

　この情報交流システムをC　R　I　N（CRedlt　lnformation　Network）と呼んでいる。

　個々の業界ごとのセンターにおいては，ホワイト情報も提供されている。C　I　Cで

は1992年の6月からローンの残高情報を，93年6月からはショッピング残高の情報を

収集・登録し会員企業に提供している。

　加盟店数については，キンザイの調査による。月刊『消費者信用』キンザイ　93年

9月号　13頁。

　93年度のC　A　Tの台数の中には，オーソリゼーション機能しか持たない，簡易型の

S－CATと，オーソリ，伝票発行，ギャザリングという三つの機能を有するG－C

ATも含まれている。

　CATやオーソリゼーションの問題については，月刊『消費者信用』キンザイ93年

6月号20頁一29頁，94年2月号42頁～45頁参照。

　ここでは，月刊『消費者信用』キンザイ　93年3月号　8頁を参照。
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